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規

則

■群
馬
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
六
十
七
号

群
馬
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
中
「
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
「
第
七
十
八
条

第
一
項
」
を
「
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
七
十
八
条
の
二

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
援
給
付
費
か
ら
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
基
づ
く
徴
収
金
の
支
払
に
充
て
る
旨
の

申
出
を
行
う
と
き
は
、
別
記
様
式
第
四
十
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
十
八
号
中

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

「配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
１
４
条
第
４
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
た
生
活
保
護
法
第
７
８
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
支
援
給
付
金
品
を
徴
収
金
の
納
入
に
充
て
る

」

旨
の
申
出
書

を中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

「配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
１
４
条
第
４
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
た
生
活
保
護
法
第
７
８
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
支
援
給
付
金
品
を
徴
収
金
の
納
入
に
充
て
る

旨
の
申
出
書

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

（

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
１
４
条
第
４
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

）

」

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
７
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
徴
収
金
の
場
合

に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を
削
り
、
同

第
７
８
条
の
２
第
１
項

又
は
第
２
項

平
成

様
式
を
別
記
様
式
第
四
十
九
号
と
し
、
別
記
様
式
第
四
十
七
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別記様式第４８号（規格Ａ４）（第１６条関係）

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護

法第７８条の２の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶（

者の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保

）護法第７７条の２第１項の規定に基づく徴収金の場合

私は、 年 月分からの支援給付金品（支援給付費（金銭給付されるものに限

る。）をいう。以下同じ。）の額のうち、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「法」という。）第１４

条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第７８条の２第１項又は第２項の規定

法第１４条第に基づき、毎月 円を 年 月 日付け費用決定通知による

生活保護法第７７条の２第１項の規定に基づく徴収金４項においてその例によるものとされた

の支払に充てることを申し出ます。

なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限りにおいて、本申出に基づき、徴収金を

全て納付するまで支援給付金品から支払に充てるものとします。

福祉事務所長 あて

年 月 日

住所

氏名 印
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
四
十
八
号
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第９６５２号平成３０年１１月１６日（金） 群 馬 県 報
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告

示

■
◎
群
馬
県
告
示
第
三
百
十
四
号

群
馬
県
生
活
保
護
医
療
扶
助
関
係
様
式
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
生
活
保
護
医
療
扶
助
関
係
様
式
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

群
馬
県
生
活
保
護
医
療
扶
助
関
係
様
式
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
群
馬
県
告
示
第
二
百
六
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
七
号
中

「

（

）

（

）

療
養

治
療

見
込
期
間

概
算
見
積
額

初
療
時
又
は
４
か
月
目
以
降

を

か
月
又
は

日
間
１
月
目

円
２
月
目

円
３
月
目

円

往
療
が
必
要
な
場
合
そ
の
理
由

」

「

（

）

（

）

療
養

治
療

見
込
期
間

概
算
見
積
額

初
検
時
又
は
７
か
月
目
以
降

１
月
目

円
２
月
目

円
３
月
目

円
か
月
又
は

日
間

に
、

４
月
目

円
５
月
目

円
６
月
目

円

往
療
が
必
要
な
場
合
そ
の
理
由

」

「

同
意
年
月
日

年
月

日
記
載
者

指
定
医
療
機
関
名

を
１
医

師
所

在
地

２
施
術
者

医
師
氏
名

」

「

同
意
年
月
日

年
月

日

指
定
医
療
機
関
名

所
在

地

に
、

医
師
氏
名

施
術
に
当
た
っ
て
注
意
す
べ
き
事
項
等
が
あ
れ
ば

記
載
し
て

（

、

）
（

）

く
だ
さ
い

任
意

。
注
意
事
項
等

」

２
転
帰

継
続
の
場
合

欄
は

３
か
月
を
超
え
て
施
術
を
継
続
す
る
場
合
に
該
当

「

「
（

）
」

、
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と
。

３
療
養

治
療

見
込
期
間

及
び

概
算
見
積
額

欄
は

初
療
時

３
か
月
を
超

「

（

）

」

「

」

（

、
え
て
療
養
を
必
要
と
す
る
場
合
は
４
か
月
目
以
降

の
療
養

治
療

見
込
期
間
及
び
概

）

（

）

を

算
見
積
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
医
師
同
意

欄
は

３
か
月
を
超
え
て
あ
ん
摩

マ
ッ
サ

ジ
変
形
徒
手
矯
正
術

「

」

・

（

、
ー

の
場
合
を
除
く

又
は
は
り

き
ゅ
う
を
必
要
と
す
る
場
合

施
術
者
が
記
載
し
て
て

）

・

。
、

も
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

※

」

５
印
欄
は

福
祉
事
務
所
で
記
入
す
る
の
で

記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い

、
、

。

２
転
帰

継
続
の
場
合

欄
は

６
か
月
を
超
え
て
施
術
を
継
続
す
る
場
合
に
該
当

「

「

（

）
」

、
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と
。

３
療
養

治
療

見
込
期
間

及
び

概
算
見
積
額

欄
は

初
検
時

６
か
月
を
超

「

（

）

」

「

」

（

、

に

え
て
療
養
を
必
要
と
す
る
場
合
は
７
か
月
目
以
降

の
療
養

治
療

見
込
期
間
及
び
概

）

（

）

算
見
積
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

※

」

４
印
欄
は

福
祉
事
務
所
で
記
入
す
る
の
で

記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い

、
、

。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
表
中

「

⑤
往

療
料

＝

を

円

×

回
円

（

k
m

）

加
算

」

「

⑤
往

療
料

円

×

回
円

＝

（

km

）

加
算

⑥
合
計
金

に
、
「

⑥
施
術
報
告
書
交
付
料

円

×

回
円

＝

(

：

)
前
回
支
給

年
月
分

」

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「
※

」
を
「
※

」
に
、

額
⑦

合
計
金
額

＋
⑤

＋
⑤
＋
⑥

⑦
⑧

「
※

」
を
「
※

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め

⑧
⑨

⑨
⑩

⑥
－
⑦
－
⑧

⑦
－
⑧
－
⑨

る
。別

記
様
式
第
十
七
号
表
中

「

往
療
料

円

×

回
円

＝

を

③
加

算
円

×

回
円

（

k
m

）

＝

」

第９６５２号平成３０年１１月１６日（金） 群 馬 県 報
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「

往
療
料

円

×

回
円

＝

③
加

算
円

×

回
円

（

k
m

）

＝

④

に
、
「

④
施
術
報
告
書
交
付
料

前
回
支
給

年
月
分

円

×

回
円

(

：

)

＝

」

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「
※

」
を
「
※

」

合
計
金
額

⑤
合
計
金
額

＋
③

＋
③
＋
④

⑤
⑥

に
、
「
※

」
を
「
※

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に

⑥
⑦

⑦
⑧

④
－
⑤
－
⑥

⑤
－
⑥
－
⑦

改
め
る
。附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
生
活
保
護
医
療
扶
助
関
係
様
式
に
関
す
る
規
程

（
以
下
「
改
正
前
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
書

類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
生
活
保
護
医
療
扶
助
関
係
様
式
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規

程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
程
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と

き
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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◎群馬県告示第３１５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 １４４号 吾妻郡嬬恋村大字大前字北村１１０番 前 ８．２～９．０ １８．２
の１地先から同郡同村大字同字同１０
２番の５地先まで 後 １０．４～１１．４ １８．２

吾妻郡嬬恋村大字大前字北村１０２番 前 ８．６～６６．６ ２１０．６
の５地先から同郡同村大字同字同８５
番の１地先まで 後 ８．６～８９．４ ２１０．６

◎群馬県告示第３１６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

路線名 区 間 供用開始の日時
道路の
種 類

一般国道 １２０号 利根郡片品村大字須賀川字アゾウケ２８５番の８地先か 平成３０年１１月１７日
ら同郡同村大字同字前田２３１番の１地先まで 午後３時

◎群馬県告示第３１７号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。

平成３０年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

利根商地区急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱１号から１２号までを順次結んだ線及び標柱１２号と１号を結んだ線に囲

まれた土地の区域
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第９６５２号平成３０年１１月１６日（金） 群 馬 県 報

標柱を設置した土地の地番

標柱番号 郡市 町村 大字 字 地番

１ 利根郡 みなかみ町 月夜野 東原 ９４６番

２ 同 同 同 同 ９５１番

３ 同 同 同 同 ９５２番

４ 同 同 同 大額 ６０４番１

５ 同 同 同 東原 ９５４番

６ 同 同 同 大額 ５９７番

７ 同 同 同 同 ５９６番

８ 同 同 同 同 ６０３番１

９ 同 同 同 同 ６１５番１地先道路敷

１０ 同 同 同 同 同

１１ 同 同 同 同 同

１２ 同 同 同 同 ６１２番１

この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県沼田土木事務所において縦覧に供する。

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

平成３０年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年１１月５日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ビューティフルデイズ

３ 代表者の氏名 後藤未奈子

４ 主たる事務所の所在地 渋川市北橘町真壁１９３８番地７

５ 定款に記載された目的 社会、経済の変化や価値観の多様化等を柔軟にとりいれた子育てを社会全体で支える

場が必要である。労働施策等との連携も不可欠である。この法人は児童福祉法に基づく障害児通所支援事業にお

いて、すべての子育て家庭への支援を整備していくことをはじめとし、障害者（児）その支援者、誰もが意欲と

能力に応じて働くことが出来る社会を目指すことが最大の目的である。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１７項の規定により公告する。

平成３０年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明



9

第９６５２号平成３０年１１月１６日（金） 群 馬 県 報

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

理 事 再 任 荻野廣 邑楽郡板倉町大字板倉１６３７番地１板倉台地

同 同 田口光徳 同 同 同 １６９２番地

同 同 大杉崇 同 同 大字岩田甲１７６２番地

同 新 任 小野清則 同 同 大字海老瀬２４２６番地１

同 同 鈴木義次 同 同 大字板倉１４１１番地２

同 同 奈良與一 同 同 同 １７５１番地１

同 同 星野清人 同 同 同 ２９２１番地２

同 同 伊藤英治 同 同 同 ４２１４番地５

同 同 川野辺浅一 同 同 大字岩田９２４番地１

同 同 延山宗一 同 同 同 ２２７２番地

同 同 打木竹二 同 同 大字籾谷１６８１番地

同 同 飯島健市 同 同 同 ２１４１番地

同 同 山岸正之 同 同 大字内蔵新田２５番地

同 退 任 江田音吉 同 同 大字海老瀬２９６６番地

同 同 根岸光市 同 同 大字板倉１３８４番地

同 同 中里則親 同 同 同 １９０８番地

同 同 川野辺昇 同 同 同 ２５７９番地２

同 同 今泉清一 同 同 同 ２８７５番地

同 同 古橋泰治 同 同 大字岩田２０４５番地１

同 同 打木則幸 同 同 大字籾谷２０９９番地

同 同 高際薫 同 同 同 ２１０７番地

同 同 小暮昇一 同 同 大字内蔵新田４７番地１

監 事 新 任 柏崎喜弘 同 同 大字板倉１７１４番地

同 同 川野辺昇 同 同 同 ２５７９番地２

同 同 榎本和明 同 同 大字岩田２１２０番地

同 退 任 鈴木敏雄 同 同 大字板倉１４７７番地

同 同 川野辺浅一 同 同 大字岩田９２４番地１

同 同 延山宗一 同 同 同 ２２７２番地
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第９６５２号平成３０年１１月１６日（金） 群 馬 県 報

理 事 新 任 江原稔之 同 千代田町大字下中森１６９番地利根加用水

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。

平成３０年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

指定に係る 指定に係る 指 定 番 号
指定に係る道路

道路の種類 道路の位置 指定年月日
番号 の延長及び幅員

メートル

群馬県指令前土第３０４－１１ 法第４２条第１項 北群馬郡吉岡町大字大久 延長 ３５．００
７号第５号に規定する 保３６５３－１ 幅員 ４．６０

道路 平成３０年１０月２２日

群馬県指令前土第３０４－１２ 同 北群馬郡吉岡町大字下野 延長 ７４．３４
８号田字藤塚１８－１、２０ 幅員 ６．００

－１、２０－２ 平成３０年１０月２３日

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成３０年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 除雪ドーザ（１１ｔ級、車輪式、サイドスライドアングリングプラウ、ス

ノーバケット付） １台

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 落札者を決定した日 平成３０年１１月２日

４ 落札者の名称及び所在地 コマツカスタマーサポート株式会社関越カンパニー群馬支店 群馬県前橋市上増田

町９０４－１４

５ 落札金額 １８，６８４，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成３０年９月２１日

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


